
 

 

 

■■■令和８年度より学校給食費を無償化します！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

那須烏山市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国・県の補助制度を活用し、那須烏山市

立の小学校・中学校に通う児童生徒の給食費を無償化します。 

【対象者】 

那須烏山市立の小中学校に在籍する児童生徒 

※生活保護の教育扶助や要保護児童に該当する児童生徒は、現行制度を優先します。 

【給食基本額の設定】 

児童生徒分の給食費を無償化する場合でも、給食の質を維持すること、教職員等は給食費の負担

が必要であること等から、適正な単価設定が必要です。 

給食に要する経費の基本額（以下、「給食基本額」と言います。）は、年間の食材費を基に算出しま

す。令和７年度の食材費を基に算定した令和８年度の給食基本額は、下記のとおりです。 

令和８年度 月額（１食単価） 牛乳停止月額(１食単価) 牛乳のみ月額(１食単価) 

小学校 5,700円（320円） 4,500円（250円） 
1,200円（70円） 

中学校 6,900円（390円） 5,700円（320円） 

※学校教職員や給食センター職員、調理員等は、この金額を負担いただきます。 

【令和９年度以降の給食基本額】 

給食基本額は、年間の食材費を基に算出するため、毎年適正な金額であるか見直しを行います。 

そのため、給食基本額は世情に合わせて変動します。 

【負担内訳】 

国や県が設定した基準額（小学校5,200円、中学校5,900円）を超える部分は、市が国の重点支援交

付金を活用して負担します。 

 

（参考）負担金額内訳 

 

 

基準額5,200円  

国1/2負担 県1/2負担 市負担 

 

 

 

基準額5,900円 超過分1,000円 

県1/2負担 市1/2負担 市負担 

 

 

令和８年度 学校給食費のお知らせ 

 

給食基本額（月額）6,900円 

保護者の皆様へ 

小
学
校 

中
学
校 

給食基本額（月額）5,700円 

（裏面に続く） 

超過分500円 



 

■■■令和８年度より学校給食費を公会計化します！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

本市の学校給食費は、これまで「私会計」として学校ごとに徴収・管理をしてきましたが、令和８年

度からの学校給食費の無償化に伴い、安定的に学校給食を実施するため、市の予算に組み入れる「公会

計」方式へ移行します。 

【公会計化の目的】 

・市の予算として管理・運営を行い、安定的な学校給食の実施を図ります。 

・学校給食費を市の予算に計上することで、会計の透明性を高めます。 

・学校給食費に関する納付や対応を統一し、公平性を確保します。 

・学校給食費の徴収・管理業務を学校から市へ移行し、学校現場の負担軽減を目指します。 

・口座振替の際、市指定の複数金融機関から選択できるようにし、保護者の利便性を向上します。 

【必要な手続き】 

那須烏山市は、「児童生徒に学校給食を提供すること」、保護者の皆様は「那須烏山市に学校給食費

を支払うこと」を約束する契約関係を明確にするため、学校給食の申込みをお願いします。 

この申込書は、申込者の意思確認と、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費とし

て支払うために必要な書類です。 

 ・児童生徒１人につき１枚記入し、学校指定の期限までに提出してください。 

・学校給食申込書は、一度提出いただければ那須烏山市立の小中学校に在籍する間は有効であり、

市内の小中学校に転校や進学があっても再提出は不要です（最大９年間有効）。 

・その他、必要な手続きは下記のとおりです。 

書類 必要時期 

学校給食申込書 ・那須烏山市立学校に在籍するとき（入学、転入等） 

学校給食申込事項変更申出書 ・申込内容に変更があったとき（保護者、氏名、住所の変更等） 

学校給食停止申出書 ・長期欠席等で連続して７日以上給食の提供を受けないとき 

・食物アレルギー等により牛乳、牛乳以外の給食、給食の全てを

摂取できないとき 等 

学校給食再開申出書 ・停止した給食を再開するとき 

※学校給食の全てを食べず弁当を持参する場合も、給食の提供を受けることになった際の手続きを

スムーズにするため、申込書の提出をお願いします。併せて、給食停止の申出書の提出もお願いし

ます（既に、令和８年度分の停止届を提出している場合は、再提出は不要です）。 

※令和８年度は、給食費無償化のため保護者負担はありませんが、将来的に給食費の納付が必要に

なった際には、口座振替の申請が必要になります。 

 

【問合せ先】 

那須烏山市学校給食センター 

TEL：0287-88-2135 

 FAX：0287-88-0168 


